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富士市富士・愛鷹山麓地域の
森林機能の保全に関する条例を制定しました
市は、富士・愛鷹山麓地域の森林機能を保全し、豊かな恵みを将来の世代に引き継ぎます。

な
ぜ
制
定
し
た
の
？

市
は
、
平
成
３
年
に
富
士
・
愛
鷹
山
麓

の
総
合
的
な
環
境
管
理
の
在
り
方
を
ま
と

め
た
「
富
士
・
愛
鷹
山
麓
地
域
環
境
管
理

計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
と
き
、
富
士
山
麓
の
特
性
を
踏
ま

え
、
地
下
水
量
の
変
化
、
治
水
安
全
度
、

生
態
系
の
変
化
、
大
気
へ
の
影
響
、
景
観

の
５
項
目
、
特
に
治
水
安
全
度
の
面
か
ら

森
林
伐
採
を
伴
う
開
発
の
上
限
を
2
5
0

ヘ
ク
タ
ー
ル
と
定
め
ま
し
た
。

し
か
し
、
令
和
元
年
度
に
航
空
写
真
で

森
林
の
面
積
を
算
出
し
た
と
こ
ろ
、
計
画

を
策
定
し
た
平
成
３
年
時
点
か
ら
最
大

2
8
5
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
森
林
が
減
少
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た（
再
造
林
中

の
森
林
を
含
む
）。

ま
た
、
現
在
も
毎
年
数
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

森
林
が
林
業
以
外
の
目
的
で
伐
採
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
遠
く
な
い
将
来
に

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
段
階
に
達
す
る
お
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重度開発
計画者

届出
市長
判定

森林喪失影響評価（アセスメント）

評価実施

■法・県条例の環境影響評価を実施する事業
■必要な規模の保全措置を実施した事業
■伐採面積が 500平方メートル未満の事業
■国・県・市が安全確保のため実施する事業
■その他緊急性が高いと市長が認めるもの

評価不要と判定することがある事業 他法令
手続

重度開発
実施

条例による手続の流れ

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
森
林
伐
採
を
伴
う
開
発
の

適
正
化
を
目
指
し
、
森
林
喪
失
影
響
評
価

を
義
務
づ
け
る
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

対
象
区
域
は
？

主
要
地
方
道
富
士
･
富
士
宮
･
由
比
線

北
側
と
東
名
高
速
道
路
北
側
の
都
市
計
画

区
域
（
左
図
参
照
）
が
対
象
で
す
。

対
象
と
な
る
事
業
は
？

対
象
区
域
に
お
い
て
、
森
林
法
第
５
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
静
岡
県
知
事
が
定

め
る
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
る
森
林

を
森
林
以
外
の
用
途
に
供
す
る
事
業
が
対

象
で
す
。
こ
の
森
林
伐
採
を
伴
う
開
発
を
、

本
条
例
で
は「
重
度
開
発
」と
い
い
ま
す
。

※
個
別
の
事
業
が
条
例
の
対
象
と
な
る
か

ど
う
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
環
境
総
務

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

計画対象地域図

※令和3年4月1日以降この地域で重度
開発を実施しようとする場合、届出が
必要となります。

計画対象地域


